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                         定  款  細  則  

 

 

第 １ 章   総     則  

 

（総 則） 

第１条 この細則は定款により一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）の 

会務を執行するために必要な事項を定める。 

 

 

第 ２ 章   会     員  

 

（会 員） 

第２条  会員は県内に勤務するものとする。ただし勤務先を持たない会員は県内に居住する 

 ものとする。 

２ 会員の勤務地、居住地及び氏名に変更があったときは、速やかに会長に届けなければ

ならない。 

３ 会員は特別な事情がある場合、理事会の承認を得て期間を定め休会することができる。 

休会中の会員からは会費を徴収しない。休会中は士会からの連絡等は行わない。 

（特別会員） 

第３条 特別会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の発展に寄与しようとするものの中から、  

理事会において決定する。 

（慶 弔） 

第４条 会員及び他団体の慶弔の取扱いについては理事会で決定する。 

 

 

第 ３ 章  代 議 員 及 び 関 係 団 体 の 役 員  

 

（代議員） 

第５条 公益社団法人日本理学療法士協会（以下「協会」という）の代議員は、協会の選挙 

規程に基づき選出する。 

２ 前項の代議員数は協会定款・細則の定めによる。 

３ 代議員は協会の総会に提出された議題を討議し決議する。 

４ 代議員が協会の理事または監事に選ばれた場合、別に代議員を選出する。 

５ 代議員は議事内容を理事会及び会員へ報告しなければならない。 

６ 代議員の任期は、協会定款・細則の定めによる。 

（関係団体の役員） 

第６条 関係団体の役員等の選出については理事会で選任する。 

２ 関係団体の役員等は議事内容を理事会及び会員へ報告しなければならない。 

３ 任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 
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第 ４ 章   会 務 の 運 営  

 

（会務の運営） 

第７条 会長が会務の運営に必要があると認めたときは以下の各号に定める規程により局、  

部及び委員会をおくことができる。 

(1) 局長は会長の任命を受け理事がこれにあたり、局、部を統轄する。 

(2) 部長は理事会の承認を得て会長が任命し、部を運営する。部員は部長が選任し 

会長が委嘱する。 

(3) 委員長は理事会の承認を得て会長が任命し、委員会を運営する。委員は委員長が 

選任し会長が委嘱する。 

（理事会への出席） 

第８条 会長が必要と認めるときは、部長及び委員長は理事会に出席して意見をのべること  

ができる。 

（会務の分掌） 

第９条 局、部及び委員会の分掌は別に定める。 

 

 

第 ５ 章   選     挙  

 

（選 挙） 

第10条 定款第21条第1項に基づき、役員の選挙はこの規程によって行う。 

(1) 選挙を行うため選挙管理委員会（以下「委員会」という）をおく。 

(2) 委員は2名とし、委員長及び委員は定款細則第7条第3号に基づき定める。 

(3) 理事及び当該の選挙の候補者は、委員になれない。 

(4) 委員の任期は2年とする。 

(5) 委員会は、投票60日以前に選挙すべき役員の定員を公示し立候補を受け付けなければ 

ならない。立候補締切日は投票30日以前とする。（郵送による立候補届出は当日消印を 

有効とする。） 

(6) 理事及び監事の選挙は、会員の自由意志または推薦により立候補できる。 

推薦の場合、３名以上の推薦を必要とし、本人の同意を得て推薦者の代表が文書を 

もって届け出る。 

(7) 立候補者が定数に満たないときは、理事会において候補者を推薦し、総会の承認を得る。 

(8) 委員が立候補したときは、別の委員を選出し立候補者は委員を辞退する。 

(9) 投票用紙は委員会が定める用紙を用いる。 

(10) 選挙は無記名投票で行う。 

(11) 投票場の開閉時間は委員会が公示する。 

(12) 有効投票は、投票総数の３分の２以上を必要とする。 

(13) 連記投票の場合は、得票数上位より順次当選を決める。 

(14) 得票が同数の場合は、抽選で当選者を決める。 

(15) 候補者が定数以内の場合は無投票当選とする。 

(16) 当選者が当選の日から60日以内の間に死亡、退会、もしくは正当な事由で辞任 

または辞退したときは、次点者を繰り上げ当選とする。 

(17) 役員の選挙は次の順序で行う。 

ｱ 理事（定数連記投票） 

ｲ 監事（定数連記投票） 

(18) 投票ならびに開票に際しては、立会人２名をおかねばならない。 
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(19) 定款第21条第2項に基づき、代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって 

理事の中から選定する。 

（会員外役員の選挙） 

第11条 会員外の役員の選挙は前条に準じて行い、理事会で推薦し本人の同意を得て、 

会長が文書にて届け出る。 

第12条 理事の任期中に、理事及び監事の欠員が生じた場合、又は定数の増員により補充の必要

があるときは、選挙は行わない。 

 

第 ６ 章 補 則 

 

（細則の改定） 

第13条 この細則は、理事会の議決を経、総会の承認を得なければ改定することができない。 

 

（附 則） 

１ この細則は平成24年 4月 1日より施行する。 

２ この細則は平成27年6月28日より一部改正にて施行する。 

３ この細則は令和元年6月2９日より一部改正にて施行する。 
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一 般 社 団 法 人 富 山 県 理 学 療 法 士 会  

局 ・ 部 分 掌 規 程  

 

（総 則） 

第1条 この規定は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）に設置する局・

部の分掌について定める。 

 

（局会議） 

第２条 各局に局会議をおく。 

２ 局会議は、局長と担当理事、局内各部長をもって構成し、局長が必要と認めるときはその

他の者の出席を求めることができる。 

３ 局会議は局長が召集し、局内の事業の調整、運営を図るため開催する。 

 

（事務局）事務局は事業及び会務が円滑に機能するよう管理、調整を行うことを目的とする。  

第３条 事務局長は次の部を統轄し、担当理事はそれぞれの部を分掌する。 

２ 事務部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 定款、定款細則及び諸規定の運用に関すること 

 (2) 公文書、報告書などの発送、受領及び保管に関すること 

 (3) 総会等の諸会議の準備、運営及び議事録などの作成と保管に関すること 

 (4) 公印の管理に関すること 

 (5) 会員名簿の作成、発行に関すること 

(6) 慶弔関係業務に関すること 

 (7) 事務所の管理に関すること 

 (8) 行政機関、関連諸団体との渉外活動に関すること 

(9)  協会及び本会が発行する刊行物の整理、保管に関すること 

(10)  その他、各部に属さない会務に関すること 

３ 財務部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 予算及び決算に関すること 

(2) 会費の徴収、事業収入に関すること 

(3) 事業支出、管理運営支出に関すること 

(4) 流動資産・固定資産の管理に関すること 

(5) 財政基盤の拡充に関すること 

(6)  現金出納帳、出金及び入金伝票、財産目録、収支決算書等の会計上の帳簿類の整理並び

に管理に関すること 

４ 福利厚生部においては、次の業務をつかさどる。 

 (1) 会員親睦に関わる事業の企画、主催に関すること 

(2) 他士会及び他団体との交流、親睦に関すること 

 (3) その他、会員の福利厚生に関すること 

５ 情報管理部においては、次の業務をつかさどる。 

 (1) 士会ホームページの企画、管理、運営に関すること  

(2) 電子媒体の管理、運用に関すること 

 (3)  事業及び会務の記録の整理、保管に関すること 

(4) その他、電子媒体を利用した情報管理及び提供に関すること 

 

（学術局）学術局は会員の学術、技能の向上と研鑽、修得を目的とする。 

第４条 学術局長は次の部を統轄し、担当理事はそれぞれの部を分掌する。 
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２  内部障害理学療法研究部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 内部障害理学療法研究部の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、内部障害理学療法研究部の企画・運営に関すること 

 

３  生活環境支援理学療法研究部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 生活環境支援研究部の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、生活環境支援理学療法研究部の企画・運営に関すること 

 

４  神経理学療法研究部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 神経研究部の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、神経理学療法研究部の企画・運営に関すること 

 

５  運動器理学療法研究部(骨関節班)においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 運動器研究部(骨関節班)の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、運動器理学療法研究部(骨関節班)の企画・運営に関すること 

 

６  運動器理学療法研究部(スポーツ班)においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 運動器研究部(スポーツ班)の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、運動器理学療法研究部(スポーツ班)の企画・運営に関すること 

 

７  物理療法研究部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 物理療法研究部の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、物理療法研究部の企画・運営に関すること 

 

８  教育管理理学療法研究部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 教育管理研究部の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、教育管理理学療法研究部の企画・運営に関すること 
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９  基礎理学療法研究部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 理学療法基礎研究部の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、基礎理学療法研究部の企画・運営に関すること 

 

１０  ウィメンズヘルス部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) ウィメンズヘルス部の学術・研究活動に関すること 

(2) 専門・認定理学療法士の取得（維持）等にかかわる企画や情報提供に関すること 

(3)  会員の研究活動への支援に関すること 

(4)  富山県理学療法学術大会の企画・運営に関すること 

(5)  その他、ウィメンズヘルス部の企画・運営に関すること 

 

１１ 学術編集部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 富山県理学療法士会学術誌の編集及び発刊に関すること 

(2) 学術研究資料の収集、整理および保管に関すること 

(3) その他、学術全般の動向・展望等に関すること 

 

(教育局) 教育局は会員の資質の向上と育成を目的とする。 

第５条 教育局長は次の部を統轄し、担当理事はそれぞれの部を分掌する。 

２ 研修管理部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 士会主催の研修会の管理、調整に関すること 

 (2) 県内、外研修事業の把握と推進に関すること 

(3) 生涯学習の推進に関すること 

 (4) 新人教育プログラム、生涯学習基礎プログラム等の単位認定に関すること 

３ 生涯学習部においては、次の業務をつかさどる。 

 (1) 新人教育プログラムの企画、運営に関すること 

 (2) 生涯学習の企画、運営に関すること 

(3) 臨床実習指導にかかわる企画、運営に関すること 

 (4) その他、生涯学習に関すること 

 

(管理者ネットワーク局) 管理者ネットワーク局は会員管理者間のネットワーク構築・管理を

目的とする。 

第６条 管理者ネットワーク局長は次の部を統轄し、担当理事はそれぞれの部を分掌する。 

２ ネットワーク推進部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 協会指定管理者システムにおける協会指定管理者研修会（初級・職域別等）の開催 

(2) 協会指定管理者システムにおける初級・上級管理者等の把握・管理 

(3) 会員管理者ネットワークの構築・推進 

(4) ネットワークを利用しての理学療法業務・行政施策・理学療法士関連法規についての相談

 ・対策ができる環境の構築 

(5) その他、理学療法業務、理学療法士に関すること 

 

(社会局)社会局は社会への貢献を目指し、理学療法の普及、発展を目的とする。 

第７条 社会局長は次の部を統轄し、担当理事はそれぞれの部を分掌する。 

２  保健福祉事業部においては、次の業務をつかさどる。        

(1)  各種団体を対象とした保健福祉事業の受託推進に関すること 

(2)  全ての県民を対象とした保健福祉事業の企画及び実施に関すること 
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(3)  保健福祉事業の指導者育成に関すること 

(4)  その他、保健福祉関連事業に関すること   

３ 障がい福祉部においては、次の業務をつかさどる。 

 (1) 障がい者(児)福祉制度の情報収集と提供に関すること 

 (2) 障がい者(児)にかかわる理学療法の情報収集と提供に関すること 

 (3) その他、障がい福祉制度に関すること 

 

(スポーツ支援事業局) スポーツ支援事業局は、各種団体に対しスポーツ支援事業を企画及び実

施することで、理学療法士の社会貢献を目指すことを目的とする。 

第８条 スポーツ支援事業局長は次の部を統轄し、担当理事はそれぞれの部を分掌する。 

２  高校野球サポート部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 富山県高校野球連盟を対象とした支援事業の企画及び実施に関すること   

(2)  富山県高校野球連盟への支援事業における指導者の育成に関すること       

(3)  その他、富山県高校野球連盟への支援事業に関すること 

３  軟式野球サポート部においては、次の業務をつかさどる。 

(1) 富山県軟式野球連盟を対象とした支援事業の企画及び実施に関すること   

(2) 富山県軟式野球連盟への支援事業における指導者の育成に関すること       

(3)  その他、富山県高校野球連盟への支援事業に関すること 

４ バレーボールサポート部においては、次の業務をつかさどる。 

(1)  富山県バレーボール協会を対象とした支援事業の企画及び実施に関すること   

(2)  富山県バレーボール協会への支援事業における指導者の育成に関すること       

(3)  その他、富山県バレーボール協会への支援事業に関すること 

５ ハンドボールサポート部においては、次の業務をつかさどる。 

(1)  富山県ハンドボール協会を対象とした支援事業の企画及び実施に関すること   

(2)  富山県ハンドボール協会への支援事業における指導者の育成に関すること       

(3)  その他、富山県ハンドボール協会への支援事業に関すること 

６ 富山マラソンメディカルサポート部においては、次の業務をつかさどる。 

(1)  富山マラソンにおけるメディカル協議会、救護所運営に関すること   

(2)  富山マラソンへの支援事業における指導者の育成に関すること       

(3)  その他、富山マラソンへの支援事業に関すること 

７ ラグビーフットボールサポート部においては、次の業務をつかさどる。 

(1)  富山県ラグビーフットボール協会を対象とした支援事業の企画及び実施に関すること   

(2)  富山県ラグビーフットボール協会への支援事業における指導者育成に関すること       

(3)  その他、富山県ラグビーフットボール協会への支援事業に関すること  

８ スポーツ支援人材育成部においては、次の業務をつかさどる。 

(1)  スポーツ支援事業局が運営する各種支援事業に関わる人材育成を目的とした、研修会、

講習会の企画及び実施に関すること   

(2)  スポーツ支援事業局が運営する各種支援事業における指導者の育成に関すること       

(3)  その他、スポーツ支援事業局が運営する各種事業における人材育成に関すること 

 

（広報局）広報局は理学療法及び理学療法士に関する社会的認知の啓発、広報を目的とする。 

第９条 広報局長は次の部を統轄し、担当理事はそれぞれの部を分掌する。 

２ 発行部においては、次の業務をつかさどる。 

 (1) 社会への理学療法及び理学療法士の普及、啓発活動に必要な広報媒体の作成、配布に関

すること 

 (2) 士会ニュース・年報の企画、編集及び作成、発行に関すること 

(3) その他、社会への理学療法及び理学療法士に関する広報活動に関すること 

３ 広報事業部においては、次の業務をつかさどる。 
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 (1) 行政機関、関連諸団体及び一般県民等への理学療法及び理学療法士の広報事業に関する

こと 

(2) 学生、生徒を対象とした理学療法士進路相談・説明会・見学会等の企画及び運営に関する

こと 

(3) 学生への理学療法士の啓発・広報活動に必要な啓発媒体の作成および配布に関すること 

(4) その他、広報事業・学生への理学療法士に関する啓発活動に関すること 

 

（地区連絡会） 

第１０条 各地区内での活動を促進し、会員相互の研鑚や懇親を深め、人材育成と連携を目的

とする。 

２ 各地区の区割りは、理事会において決定する。 

３ 各地区より代表1名、運営事務若干名を選出する。 

４ 地区代表は、地区を統括し地区内の事業を行う。 

 (1) 地区内の研修会、勉強会の開催に関すること 

 (2) 地区内の連携に関する企画、運営に関すること 

 (3) 本会と地区との円滑な情報提供に関すること 

５ 運営事務は代表を補佐し、地区内の運営や会計等を行う。 

 

（規定の改定） 

第１１条 この規定は理事会の議決を経なければ改定することができない。 

（附 則） 

１ この規定は平成11年 3月14日より施行する。 

２ この規定は平成17年 4月 1日より一部改正により施行する。 

３ この規定は平成23年 6月 19日より一部改正により施行する。 

４ この規定は平成25年11月 7日より一部改正により施行する。 

５ この規定は平成26年 4月 1日より一部改正により施行する。 

６ この規定は平成30年 2月 15日より一部改正により施行する。 

７ この規定は平成30年12月 22日より一部改正により施行する。 

８ この規定は平成31年 2月 26日より一部改正により施行する。 

９ この規定は令和2年 1月 11日より一部改正により施行する。 

10 この規定は令和2年 7月 13日より一部改正により施行する。 
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賛 助 （特 別 ）会 員 規 程  

 

（総 則） 

第１条 この規程は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）の 趣旨に 

賛同する賛助会員について定める。 

（資 格） 

第２条 定款第６条及び細則第３条に定める特別会員をもって、本会の賛助会員とする。 

（本会と賛助会員の関係） 

第３条 本会は賛助会員と平等に接し、両者は相互の発展に寄与するものとする。 

２ 本会は賛助会員に対し、会員と同様に本会刊行物及び案内などを送付する。 

３ 賛助会員は会費を年度内に本会に納入するものとする。 

（会 費） 

第４条 賛助会員の会費は別記に定める。 

（賛助会員に対する優遇） 

第５条 リハビリテーション医療に関する設備、機器等の開発、改良、情報収集等について 

本会の協力を得ることができる。 

２ リハビリテーション機器に関する研究、開発、改良、情報収集等について発表の機会 

を得ることができる。 

３ 本会の主催する会議、研修会等で展示設備がある場合、展示場所を提供される。 

４ 本会の発行する刊行物に賛助会員名を掲載することができる。 

（規程の改定） 

第６条 この規程は、理事会の議決を経なければ改定することができない。 

 

（附 則） 

１ この規程は平成24年 4月 1日より施行する。 
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名 誉 会 員 ・顧 問 ・相 談 役 規 程  

 

（総 則） 

第１条 この規程は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）の円滑な運営 

を図るとともに、その発展に寄与することを目的とした名誉会員・顧問・相談役につい 

て定める。 

（資 格） 

第２条 定款第６条第３号に基づくものを名誉会員とする 

２ 定款第２２条に基づき顧問・相談役を設ける。 

（選任規程） 

第３条 名誉会員の推薦は次の項により行われる。 

(1) 多年にわたり本会に在籍し、理学療法の進歩と発展に顕著な功績が認められた65歳 

以上の会員の中から理事会で推薦する。 

(2) 本会の充実と発展のため多大な貢献が認められたものの中から推薦する。 

２ 顧問の委嘱は次の項により行われる。 

(1) 本会は、理学療法以外の専門的な指導や助言を得て、円滑な組織運営と発展を図る 

ため顧問を委嘱する。 

３ 相談役の委嘱は次の項により行われる。 

(1) 本会の事業を推進し、社会的な貢献を果たすため、功績の著しい会員の中から委嘱 

する。 

（任 期） 

第４条 名誉会員は、本人の申し出及び著しく本会の名誉を損なわない限り、永久に会員の 

資格を与える。 

２ 顧問・相談役は、定款第２５条の役員の任期に準じ再任は妨げない。 

（職 責） 

第５条 顧問・相談役は、本会の運営に必要な専門分野の指導と助言を与え、日常の本会の 

 活動に反映させること 

２ 顧問・相談役は、会長の諮問に応じ意見を具申する。 

（待 遇） 

第６条 名誉会員は次の項の優遇を受けることができる。 

(1) 名誉会員に推薦されたものは、入会手続きを要せず本人の承諾をもって会員となる  

ものとする。 

(2) 名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。 

(3) 名誉会員は本会が主催するすべての事業参加費及び刊行物の入手などを無料と 

する。 

２ 顧問・相談役には、理事会の議決に基づき顧問料及び相談役手当を支給することが 

できる。 

（規程の改定） 

第７条 この規程は理事会の議決を経なければ改定することができない。 

 

（附 則） 

１ この規程は平成24年 4月 1日より施行する。 
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表  彰  規  程  

 

（総 則） 

第１条 この規程は一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）の行う 表彰に 

ついて定める。 

（委員会の設置） 

第２条 本会に表彰審査委員会（以下「委員会」という）をおく。 

２ 委員会は次の項により定める。 

(1) 委員会は若干名の委員で構成する。 

(2) 委員長及び委員は定款細則第7条第3号に基づき定める。 

(3)  委員長及び委員の任期は２年とするが、やむを得ない理由でその任を辞す場合は、 

会長に許可を得、理事会の承認を得なければならない。 

（表彰または推薦の対象） 

第３条 本会の会員で次の号の一に該当するものを表彰する。 

(1) 本会の活動と理学療法の向上、発展に顕著な功績のあったものを、委員会の決議を  

経、会員表彰する。 

(2) 会員以外の表彰または他団体の表彰の推薦は委員会の議決を経るものとする。 

(3) 前各号のほか、特に表彰の必要を認めたもの 

（表彰の時期） 

第４条 表彰は総会において行うものとする。ただし必要に応じてその都度行うこともできる。 

（会員表彰の方法） 

第５条 表彰は会長が表彰状及び副賞を授与し、これを会報にて公表する。 

（表彰者の推薦基準） 

第６条 表彰者の推薦基準は次の号により厳選する。 

(1) 会員表彰は本会の活動または理学療法の活動に原則として10年以上従事している 

もので、優れた功績をあげたものとする。 

(2) 会員外の表彰は本会の活動に優れた功績をあげたものとする。 

(3) 他団体の表彰に推薦する場合は原則として会員表彰を授与したものとする。 

（選考方法） 

第７条 選考方法は次の号に定める。 

(1) 理事会は候補者を推薦し委員会に諮問する。 

(2) 委員会は必要に応じて調査を行う。 

(3) 委員会は推薦されたものの中から表彰者を理事会に答申する。 

（推薦手続き） 

第８条 推薦手続きは、規程の用紙に功績を判定する上で参考となる資料を添付し委員会に  

提出する。 

（規程の改定） 

第９条 この規程は理事会の議決を経なければ改定することができない。 

 

（附 則） 

１ この規程は平成24年 4月 1日より施行する。 
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                          総  会  規  程  

 

第 １ 章   総     則  

 

（総 則） 

第１条 一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）の総会は、定款及びこの 

規程の定めるところとする。 

 

第 ２ 章   総 会 の 役 員 及 び 委 員  

 

（司会者） 

第２条 会議の司会者は、理事の中から会長が指名し、議長決定まで責任を持つ。 

（議長） 

第３条 議長２名を出席者の中から選出する。 

２ 議長は、相互の協議によって議事を分担し、その時の議長となる。 

３ 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理して会議の運営に責任を持つ。 

４ 採決の際、その時の議長でないものは表決に加わることができる。 

５ 議長不信任の動議が提出された場合は、議長を交替して動議の採否を会議に図らなけ 

ればならない。なお採決に付される議長は表決権を有しない。 

（資格審査委員） 

第４条 議長は出席者の資格と採決の管理をさせるため、資格審査委員を選任する。 

２ 委員は出席者の中から２名、理事１名をもって構成する。 

３ 委員長は出席者の中から選出された委員の互選とする。 

４ 委員は採決の管理のほか次の事項を審査し、その結果を委員長が会議に報告する。 

(1) 正会員総数 

(2) 出席会員数 

(3) 委任状提出者数と内訳（内訳は代理人指定の委任状数と代理人のいない委任状数） 

(4) 書面表決書提出者数 

(5) 総会開催の可否 

(6)  議事審議権に関する事項 

(7) その他資格審査に関する事項 

（議事運営委員） 

第５条 議長は会議を円滑に運営するため議事運営委員を選任する。 

２ 委員は出席者の中から２名、理事１名をもって構成する 

３ 委員長は出席者の中から選出された委員の互選とする。 

４ 委員は次の事項を審議し、必要事項を委員長が会議に提案する。 

(1) 議事の時間設定と変更 

(2) 来賓の祝辞と祝電の取扱い 

(3) 会議混乱の時の収拾、その他事故ある時の処置 

(4) 会員からの提出議案と修正動議の受付ならびにその取扱い 

(5) その他議事運営に関する事項 

（書 記） 

第６条 議長は議事を記録するために書記を選任する。 

２ 書記は出席者の中から２名をもって構成する。 

３ 書記は本会定款第27条に定められた議事録を作成する。 
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（議事録署名人） 

第７条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長、代表理事及び出席した理事から選出した３名は、前項の議事録に記名押 

印する。 

 

第 ３ 章   議     事  

 

（議長の宣言） 

第８条 議長は、会議の成立を宣言する。ただし出席者が定足数に満たないときは、休憩また 

は延期を宣言する。 

（議事運営） 

第９条 議長は、各々の議事について説明、質疑、討論、採決の順にて審議を進める。ただし 

議事内容が周知の事柄であるか、または結論が明確である場合は一部を省略することが 

できる。 

（発言者） 

第10条 会議で発言する場合は、議長の許可を得て氏名を告げてからでなければならない。 

２ 発言ないし動議は、上程されている議題に関連したものでなければならない。 

（新議案の提出） 

第11条 会員が議案を総会に提出する場合は、提案主旨を必要部数用意し、開会までに事務 

局へ提出する。 

２ 経費をともなうものについては、全体の収支計画書を添えなければならない。 

（新議案及び動議の採決） 

第12条 議長は会員が提出した議案または動議を支持するものの発言を求め、演説が得られ 

たときは複数の意見として、その議案または動議を採決する。 

（委任状の行使） 

第13条 委任状及び書面表決書は、資格審査委員へ提出し、審査を受けなければならない。 

２ 採決に際しては、代理人指定の委任状は、その代理人と同一の権利を認める。 

３ 書面表決書は、議長が保持し採決の数に加える。 

（採 決） 

第14条 議長は、採決を行うときは議場を閉鎖し、表決に付する事項と採決の方法を告げな 

ければならない。 

２ 採決の順序は、原案に最も遠い修正案より採決する。修正案が全て否決されたときは、 

原案について採決しなければならない。 

３ 採決は、次の方法の一つとする。 

(1) 挙手 

(2) 起立 

(3) 拍手 

(4) 無記名投票 

４ 採決の監理は、議長の命により資格審査委員が行う。 

５ 採決を行ったとき、議長はその結果を宣言する。 

６ 前項の宣言により、議場閉鎖は解除されたものとする。 

（総会役員の解任） 

第15条 議長は、すべての議事が終了したことを告げ、総会役員を解任し席を離れる。 

（閉 会） 

第16条 司会者は閉会を告げる。 
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第 ４ 章   補     則  

 

（規程の改定） 

第17条 この規程は理事会の議決を経なければ改定することができない。         

 

（附 則） 

１ この規程は平成24年 4月 1日より施行する。 
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学  会  規  程  

 

 

（総 則） 

第１条 この規程は一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）が主催する 

学会について定める。 

（名 称） 

第２条 本会に富山県理学療法学会（以下「学会」という）をおく。 

（目 的） 

第３条 学会は、理学療法に関する学術、技能の研究、開発ならびにこれに関する事業を行う。 

（部 門） 

第４条 学会は、専門分野に応じて部門に分けることができる。 

（委員会） 

第５条 学会に学会準備委員会（以下「委員会」という）をおくことができる。 

（役員及び委員） 

第６条 学会に学会長及び副学会長１名をおく。 

２ 学会長は、本会会員の中から理事会の承認を得て、会長が任命し、学会を統轄する。 

３  副学会長は、学術局長が選任し理事会の承認を得て、会長が委嘱し、学会長を補佐 

する。 

４ 委員会に委員長を１名おき、学会長が選任し、会長が委嘱する。 

５ 委員会に委員をおき、委員長が選任し、学会長が委嘱する。 

６  委員会は、学会の企画、準備、運営にあたる。 

７ 学会長及び委員長は、理事会及び総会に出席して意見をのべることができる。 

（任 期） 

第７条 学会長、副学会長、委員長及び委員の任期は１年とする。ただし、残務処理は任期後 

も行う。 

（会 議） 

第８条 会議は、学会及び委員会とする。 

２ 次の各号は委員会の議決を経、理事会の承認を得なければならない。 

(1) 学会の収支予算及び決算 

(2) 学会の事業計画及び報告 

(3) 学会の開期と開催地 

(4) その他学会に関する事項 

（開 催） 

第９条 学会は年１回開催する。ただし年度計画により開催しない場合もある。 

２ 委員会は学会長及び委員長が必要と認めたとき開催する。 

（規程の改定） 

第10条 この規程は理事会の議決を経なければ改定することができない。         

 

（附 則） 

１ この規程は平成24年 4月 1日より施行する。 
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会  費  規  程  

 

（総 則） 

第１条 一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という）定款第８条及び賛助会員 

規程第４条による会費及び入会金の額は、この規程の定めるところによる。 

（会費及び入会金） 

第２条 会費の年額及び入会金は次のとおりとする。 

(1) 正会員の会費は９千円とする。 

(2) 賛助会員の会費は１口３万円とする。 

２ 正会員は、公益社団法人日本理学療法士協会の定める会費及び入会金を納入しなけ 

ればならない。 

（会費及び入会金の納入期） 

第３条 会費の納入期は毎年６月末までに、その年度の会費を納入しなければならない。 

２ 新入会者は、入会手続きと同時に、その年度の会費と入会金を納入するものとする。 

（会費減免の特例） 

第４条 会長は、会員に特別の理由があると認められるときは、会費を減免することができる。 

（規程の改定） 

第５条 この規程は理事会の承認を経、総会の議決を経なければ改定することができない。 

 

（附 則） 

１ この規程は平成24年 4月 1日より施行する。 

２ この規程は一部を変更し平成29年 4月 1日より施行する。 
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会  費  減  免  規  程  

 

（会費減免） 

第１条 以下に該当する者については、会費の額を減じ、または免除する。 

（1）4月1日現在、満65歳以上かつ会員歴25年以上の正会員については、当該年度 

以降の会費を減免し2,000円とする。なお、会員歴には休会期間を問わない。 

（2）育児休業中の正会員は、当該の児の育児休業に関して、年会費を減免し2,000円 

とする。なお、育児休業期間の長短は問わない。 

２ 会費の減免は申請を原則とする。 

３ 第1項各号に定める会費の減免は、本会年会費や研修会参加費等の未納など、本会 

に対して何らかの債務を負う会員には適用しない。 

（会費未納者の権利の制限） 

第２条 会費未納者に対しては、会員の権利を制限することが出来る。 

２ 前項の会費未納者とは、会費規程第３条第１項に定める期日までに会費を納入して 

いない者をいう。 

３ 第1項の会員の権利とは、士会の刊行物や士会ニュース等の送付、選挙、学会及び 

研修会への参加等をいう。 

４ 第1項に定める権利の制限を行った場合、会費納入後の権利の遡及を行わない。 

（会費未納退会者の再入会） 

第３条 会費未納による退会者の再入会に際しては、入会金、当該年度会費に加えて、 

未納会費に相当する額を納入しなければならない。 

（委 任） 

第４条 この規程に定めのない事項については、事務局長の定めるところによる。 

（規程の改定） 

第５条 この規程の改定は、理事会の決議による。 

 

（附 則） 

１．この規程は、平成27年5月26日より施行する。 
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弔 事 へ の 対 応 に 関 す る 規 程 

 

（総 則） 

第１条 この規程は、一般社団法人富山県理学療法士会会員に弔事があったときの弔意行動 

について定める。 

（適 用） 

第２条 この規程の適用は、定款第６ 条に定める会員とする。 

（支給事項の範囲） 

第３条 弔慰金を支給する場合は、以下の各号のとおりとする。 

(1) 会員の死亡 

(2) その他、必要と認められたとき 

（弔慰金） 

第４条 会員が死亡した場合は、原則として弔慰金、１０，０００円を支給する。 

（委 任） 

第５条 この規程に定めのないものでも、会長が必要と認めるときは理事会の議を経て支給 

することができる。 

（改 定） 

第６条 この規程は、理事会の議決を経なければ改定することができない。   

 

（附 則） 

１．この規程は、平成24 年4 月1日より施行する。 
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一般社団法人富山県理学療法士会 弔慰金支給書 

 

   年   月   日 

会員番号                    

 

氏名                    

 

住所                    

 

連絡先(電話番号)                    

 

 

 

支給事由 

       死亡  ・  その他（                    ） 

 

 

 

 

   年   月   日に、弔慰金 10，000円 を支給いたしました。 

 

 

代理人職氏名                  印 
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会 計 処 理 規 程 

 

 

第１章  総  則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下「士会」という）定款第３３条 

から第３５条に基づき、士会の収支状況、財産の状態を明らかにし、真実明瞭な報告と 

能率的運営を図ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、士会の会計業務のすべてについて適用する。 

（経理の原則） 

第３条 士会の会計は、法令、定款及び規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して 

処理されなければならない。 

（会計区分） 

第４条 会計区分は、一般会計と特別会計とし、特別会計は業務遂行上必要ある場合に設ける。 

（会計年度） 

第５条 士会の会計年度は、定款に定める事業年度に従い、毎年４月１日から翌年３月３１日 

までとする。 

（会計責任者） 

第６条 会計責任者は、財務部長とする。 

 

 

第２章  勘定科目及び帳簿 

 

（勘定科目） 

第７条 士会の一切の取引は別に定める勘定科目により処理する。 

（帳簿等） 

第８条 会計帳簿は次のとおりとする。 

(1) 主要簿 

① 仕訳帳（又は会計伝票） 

② 総勘定元帳 

(2) 補助簿 

２ 主要簿及び補助簿の様式は別に定める。 

（帳簿書類の保存） 

第９条 帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。 

(1) 財務諸表等 永久 

(2) 会計帳簿、伝票 10 年 

(3) 証拠書類 10 年 

(4) その他の会計書類 10 年 

２ 前項の期間は、決算に関する定期総会終結の日から起算し、廃棄処分する場合は会計 

責任者の承認を受けて行うものとする。 

 

第３章  予  算 
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（予算の目的） 

第 10 条 予算は、明確な事業活動に基づいて、資金との調整を図って編成し、事業活動の 

円滑な運営に資することを目的とする。 

（予算の作成） 

第 11 条 士会の事業計画と予算は、毎会計年度開始前に作成し、理事会の承認を得て会長が 

定める。 

２ 前項の事業計画及び予算は、電子広告及び会報により掲載する。 

（予備費の計上） 

第 12 条 予測し難い支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができるものとする。 

（予算の流用） 

第 13 条 予算の執行にあたり、会長が特に必要と認めた時は、科目相互間において流用する 

ことが出来る。 

（予備費の使用） 

第 14 条 予備費を使用する必要がある時は、会長の承認を得て行い、理事会に報告しなけれ 

ばならない。 

（予算の補正） 

第 15 条 予算の補正を必要とする時は、会長は補正予算を作成して、理事会の承認を得なけれ 

ばならない。 

 

 

第４章  出  納 

 

（金銭の範囲） 

第 16 条 この規程において金銭とは、現金及び預貯金をいう。 

２ 現金とは、通貨のほか随時に通貨と引換えることが出来る証書をいう。 

３ 手形及び有価証券は金銭に準じて扱う 

（出納担当者） 

第 17 条 金銭の出納、保管に関しては、出納担当者を置くものとする。 

２ 出納担当者は財務部長が任命する。 

３ 財務部長は、出納担当者が行った出納処理に間違いがないか定期的に検査するものと 

する。 

（預金及び公印管理） 

第 18 条 預金の名義人は、会長とする。 

２ 出納に使用する印鑑は、公印規程に従う。 

３ 金融機関との取引を開始し、又は廃止する時は、会長の承認を得なければならない。 

（手許現金） 

第 19 条 出納担当者は、日常の現金支払に充てるため、必要最小限の手持ち現金をおくこと 

ができる。 

（残高照合） 

第 20 条 出納担当者は、現金残高を毎月出納簿の残高と照合しなければならない。 

この場合において、差額のある時は、速やかに財務部長に報告し、その指示を受ける 

ものとする。 
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第５章  固 定 資 産 

 

（定義） 

第 21 条 固定資産とは、耐用年数１年以上で、かつ取得価格が２０万円以上の有形固定資産 

及びその他の固定資産をいう。 

（取得価格） 

第 22 条 固定資産の取得価格は、次による。 

(1) 購入にかかるものは、その購入価格及びその付帯費用 

(2) 建設にかかるものは、その建設に要した費用 

(3) 交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価格 

(4) 贈与によるものは、その時の適正な評価額 

（固定資産の管理） 

第 23 条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び移動について記録し、移動、毀損、 

滅失のあった場合は財務部長に報告しなければならない。 

（登記及び担保） 

第 24 条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれがある固定資産は、 

適正額の損害保険を付さなければならない。 

 

第６章  決  算 

 

（決算書類の作成） 

第 25 条 士会は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び決算書類を作成しなけれ 

ばならない。 

(1) 収支計算書 

(2) 正味財産増減計算書 

(3) 貸借対照表 

(4) 財産目録 

（監査及び報告） 

第 26 条 前条の決算書類は、監事の監査を受け、総会の承認を得た後に、事業報告書と 

ともに主務官庁に報告する。 

（改 定） 

第 27 条 本規程を改定する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。 

 

（附 則） 

 

１．この規程は、平成 24 年 4 月 22 日より施行する。 

２．この規程は一部を変更し平成 28 年 8 月 25 日より施行する。 
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臨 時 職 員 就 業 規 則 

 

 

第１章  総  則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下「士会」という）に雇用される 

臨時職員の就業に関する事項を定める。 

この規則に定めのない事項については、労働基準法及びその他の法令による。 

（臨時職員の定義） 

第２条 この規則で臨時職員とは、次の者をいう。 

(1) 短時間労働者 

（遵守義務） 

第３条 臨時職員は、この規則並びに業務上の指示命令を遵守して、士会の発展と充実に寄与 

しなければならない。 

 

 

第２章  人 事 労 務 

 

（採用及び試用期間） 

第４条 臨時職員の採用は、就職を希望する者のなかから、下記の書類及び面接により採用 

するものとする。 

(1) 履歴書（身上書に写真を貼付） 

２ 新規に採用する者については、採用から１ヶ月以内を試用期間とし 、試用期間後に 

勤務を継続することが不適当と判断された場合には、採用を取り消す場合もある。 

（提出書類） 

第５条 採用された者は、入職日から２週間以内につぎの書類を提出しなければならない。 

(1) 誓約書 

(2) 身元保証書 

２ 上記書類は、期間内に必ず提出し、記載事項に変更が生じた場合には、士会会長に 

届出なければならない。 

（退 職） 

第６条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。 

(1) 死亡したとき 

(2) 契約期間が満了したとき 

(3) 退職申出が承認されたとき 

(4) 第７条の規程により解雇されたとき 

（解 雇） 

第７条 士会は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは解雇することができる。 

(1) 精神または身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと 

認められたとき 

(2) 勤務の状態がはなはだ悪いとき 

(3) 業務上の指示命令に従わないとき 

(4) 士会の運営上の理由により臨時職員の必要を認めなくなったとき 

(5) 士会の名誉及び信用を失墜させたと認められたとき 
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(6) その他上記各号に準ずる理由のあったとき 

（解雇予告） 

第８条 士会は、前条による場合は、３０日前に予告するか、または、３０日分の平均賃金を 

支払って解雇することができる。 

（貸与物返還） 

第９条 臨時職員は、退職または解雇されたときは、直ちに、士会から貸与を受けている 

   ものを返還しなければならない。 

 

 

第３章  服 務 規 律 

 

（業 務） 

第 10 条 臨時職員は、事務部長の指揮、監督を受けて、その業務を遂行する。 

（遵守事項） 

第 11 条 臨時職員は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 上司の命令または許可を得ずに行動しないこと 

(2) 士会の名誉または信用を傷つけないこと 

(3) 士会の業務上の機密事項または不利益となる事項を他者に漏らさないこと 

(4) 職務上の権限を越えて濫用してはならないこと 

(5) 職務上の地位を利用して自己の利益を図ってはならないこと 

（勤務時間） 

第 12 条 臨時職員の所定労働時間は原則として 1 日につき 8 時間未満、1 週間につき 20 時 

間未満とし、個別に臨時職員労働契約において定める。 

(1) 始業、就業の時刻及び休憩時間は、労働契約に明示する。 

(2) 前項の時刻は、士会の都合により繰り上げまたは繰り下げることがある。 

（超過勤務） 

第 13 条 予定の業務が時間内に終了しない場合及びやむを得ない理由がある場合、時間外 

または休日に勤務をさせることがある。 

この場合超過勤務手当を支給するか、または振替休日を与える。 

（休憩、休息） 

第 14 条 休憩、休息は原則として次のとおりとする。 

(1) 労働時間６時間以下の者は、ないものとする。 

(2) 労働時間６時間超､８時間以下の者は、４５分とする。但し労働基準法に従うもの 

とする。 

（休 日） 

第 15 条 臨時職員の休日は次のとおりとする。ただし、この間は無給とする。 

(1) 土曜日 

(2) 日曜日 

(3) 国民の祝祭日 

(4) 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

（年次有給休暇） 

第 16 条 年次有給休暇は、労働基準法の定めるところによる。 

（出・退勤） 

第 17 条 出・退勤時には、出勤簿を記載しなければならない。 

（遅刻・早退） 

第 18 条 やむを得ない事情により遅刻、早退、外出をするときは、必ず事務部長の許可を 

受けなければならない。 
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第４章  賃   金 

 

（賃 金） 

第 19 条 臨時職員の賃金は、職務内容等を勘案して、各人ごとに労働契約において定める。 

（支払日） 

第 20 条 賃金の計算期間は前月２１日より当月２０日までとし、毎月２５日に支払う。 

（控 除） 

第 21 条 賃金の支払いに際しては、所得税、地方税、社会保険等法令に定められた金額を 

控除する。 

（基準外賃金） 

第 22 条 法定時間を超える勤務時間分については、労働基準法の定めにより超過勤務手当 

等割増金を支給する。 

２ 通勤手当ては、鉄道またはバスを利用する場合のみ実費を支給する。ただし、短時間 

労働者には支給しない。 

（賞 与） 

第 23 条 臨時職員の賞与は次の通りとする。 

(1) 短時間労働者には､支給しない。 

２ 臨時職員の賞与支給日は、職員の賞与支給日とする。 

（退職金） 

第 24 条 臨時職員には、退職金は支給しない。 

 

 

第５章  雑  則 

 

（社会保険の加入） 

第 25 条 士会は、臨時職員について、法令に定められた基準に達したときは、遅滞なく加入 

の手続をとる。 

（安全、衛生、災害防止） 

第 26 条 臨時職員は、安全、衛生に関し常に留意し、士会事務局内の安全保持及び衛生、 

清潔に関しその必要を認識し行動する。特に災害防止には、消火器、非常ベルの位置、 

使用方法を心得て実践できるようにしておかなければならない。 

 

（改 定） 

第 27 条 この規則は、理事会の議決を経なければ改定することができない。   

 

（附 則） 

この規則は、平成 24 年 4 月 22 日から施行する。 
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臨 時 職 員 労 働 契 約 書 

 

 

一般社団法人 富山県理学療法士会（以下「甲」という。）と ○○○○（以下「乙」と

いう。）は、次のとおり労働契約を締結し、互いに誠実にこれを履行する。 

 

 

１．雇用期間    自    年 月 日 

 

至    年 月 日 

 

２．就業時間       

週に  時間程度の実働時間とする 

         （但し､上記時間を超過する場合は甲と乙との協議により延長する） 

 

３．職務内容  

 

４．賃 金  時間給とし、実働１時間当たり   円とする。 

 

５．交 通 費  甲の臨時職員就業規則の規定による。 

 

６．士会の業務上の機密事項または不利益となる事項を他者に漏らさないこと。 

 

７．乙の就業については、本契約に定めるもの以外については、甲の臨時職員就業規則の

定めによる。 

 

 年 月 日 

 

甲  富山県滑川市柳原１４９－９ 

一般社団法人 富山県理学療法士会 

会 長 

 

乙 住 所 

 

氏 名 
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旅  費  規 程  

 

 

（総 則） 

第１条 この規程は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下「士会」という）の会務のため 

旅行する役員等に対して支給する旅費及び必要経費（以下「旅費」という）について 

定める。 

（支給の対象） 

第２条 会務遂行のために必要とする次の会議等を対象として支給することができる。 

(1) 公益社団法人日本理学療法士協会が開催する役員会議 

(2) 他県での士会に関わる役員会議 

(3) その他、会長が必要と認めたもの 

（旅費の計算） 

第３条 旅費は経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし会務の都合または天災、 

その他やむを得ない事情で経路の変更があった場合は、その経路による。 

（旅費の種類） 

第４条 旅費の種類は交通費、宿泊費及び日当とする。 

２ 前項の支出は会長の命により、種類を定め支給する。 

（取扱いの特例） 

第５条 旅費の取扱いにおいて、この規程によることができないものについては理事会で処理 

する。 

（規程の改定） 

第６条 この規程は、理事会の議決を経なければ改定することができない。 

（旅費、並びに士会負担の残業食事代等） 

第７条 所用を帯びて出張する場合は下記により旅費を支給する。 

(1) 日当は下記金額とする。日当と重ねて出張者の食事代を請求することはできない 

（交際食事を除く）。出張の際の出張者本人の昼食食事代金については、本人の日当 

より支弁する。１日 2,000 円 半日 1,000 円 

 

（附 則） 

１ この規程は平成 24 年 4 月 22 日より施行する。 
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公 印 管 理 規 程 

 

（趣 旨）  

第１条 一般社団法人富山県理学療法士会の公印の取り扱いについて定めるものとする。  

（種 類）  

第２条 公印の名称、通称、基準形状、寸法及び保管者は、以下に示すとおりとする。  

２ 一般社団法人富山県理学療法士会代表理事之印 

（登録印：丸印：直径18mm：会長）  

３ 一般社団法人富山県理学療法士会印 

（法人認印：方形：25 mm：事務局長、学術局長、教育局長、職能局長、 

公益事業局長、事務部長）  

４ 富山県理学療法学術大会長之印 

（学術大会長之印：方形：24 mm：学術大会準備委員長） 

５ 富山理学印 

（銀行印：丸印：直径13mm：財務部長） 

６ 保管者は、その事務を部員・事務職員に委任できる。  

（保管管理）  

第３条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特に必要がある 

と認めるときは、この限りでない。  

２ 前項ただし書の規程により保管場所以外に持ち出して使用しようとするときは、 

第2条の規程により公印を保管する者(以下「保管者」という)の承認を得る。  

３ 保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては 

封印又は施錠し、不正に使用されることのないようにしなければならない。  

（公印台帳）  

第４条 事務局長は、公印台帳(様式第1)を備え、すべての公印について作成若しくは改刻 

又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。  

（作成及び改刻）  

第５条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、事務局長の合議を経て、会長の決裁 

を得なければならない。  

２ 保管者は、保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速や

かに理由を付して事務局長に届け出なければならない。 

 （廃止及び廃棄）  

第６条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印(以下「廃印」という)は、公印使用 

廃止届(様式第2)をつけて事務局長に引き継がなければならない。  

２ 引継ぎを受けた廃印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。  

３ 前項の保存期間を経過した廃印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければなら

ない。  

（使 用）  

第７条 公印を使用しようとする者は、必ず使用簿（様式第3）その他の証拠書類を添えて 

保管者に申し出なければならない。 但し、銀行印については、この限りでない。 

２ 保管者は、前項の規程により公印使用の申出があったときは、使用簿その他の証拠 

書類と対照審査し、相違ないことを確認の上、公印を押し、使用簿に認印を押さなけ 

ればならない。 
３ 保管者は、前項に規程する審査及び公印を押す事務をその指定する所属員に行わせ

ることができる。 

４ 公印の押印は、朱肉により行うものとする。 

（公印の印刷）  
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第８条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。  

  ２ 保管者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らか 

にしておかなければならない。  

（印刷の拡大縮小）  

第９条 前条の場合において、必要があるときは、当該印刷を拡大又は縮小することが 

できる。  

 (報告義務)  

第10条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造又は変造等の事故があったときは、直ちに 

その旨を会長に届け出なければならない。  

（規程の改廃）  

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。 

 

（附 則）  

この規程は、平成24年4月1日から施行する。 
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公 印 使 用 規 程 

 

（目 的）  

第１条 公印の使用例を示すことにより、その取り扱いを適正なものとすることにある。  

（登録印使用区分）  

第２条 登録印は、以下に示す書類等に使用する。 

２ 契約書類（損害・傷害保険契約書、売買契約書、賃借契約書、業務提携契約書など）  

３ 公的届出書（事業開始届出書など）  

４ その他、登録印が必要とされる書類  

（法人認印使用区分）  

第３条 法人認印は、以下に示す書類に使用する。  

２ 公文書（「富理会発」で管理される公文書・委嘱状など）  

３ 公示文書（選挙・総会などの公示）  

４ 証明書（士会長が発行もしくは連記される証明書など）  

５ 賞状（表彰状、感謝状など）  

６ その他、会之印が必要とされる書類（領収書、預り書など）  

（学術大会長印使用区分） 

第４条 大会長印は、以下に示す書類等に使用する。 

２ 公文書（「富学大」で管理される公文書など）  

３ その他、大会長印が必要とされる書類（大会受領の領収書、預かり書など） 
第５条 銀行印は、以下に示す書類等に使用する。  

  ２ 銀行口座を開設する際の届出書類  

  ３ 普通預金、当座預金、定期預金など、預貯金関係全般の書類 

（規程の改廃）  

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。  

 

（附 則）  

この規程は、平成24年4月1日から施行する。 
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公 文 書 発 行 管 理 規 程 

 

（目 的）  

第１条 公文書作成にあたり、その性質ならびに公印の適正な取り扱いについて規程する 

ことを目的とする。 

（文書の種類）  

第２条 公文書の種類は、以下に示すものとする。 

1 公示文書  

(1) 告示 定款等で公示する旨規程されている事項又は権限に基づいて決定若しくは 

処分した事項を一般に知らせるもの  

2 契約文書 売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任その他の契約に係る契約書、 

協定書、覚書、請書、委嘱状その他これらに類するもの  

3 普通文書 次に掲げるものについて作成する文書  

(1)照会 一定の事項を問い合わせるもの  

(2)回答 問い合わせに対し、一定の事項を知らせるもの  

(3)申請又は願い 許可等を受けるため一定の事項を申し出るもの  

(4)通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの  

(5)報告 一定の事実、経過等を相手方に知らせるもの  

(6)依頼 一定の事項を頼むもの  

(7)協議 一定の事項を相談するもの  

(8)届出 一定の事項を届け出るもの  

(9)その他  

4 賞状等 次に掲げるものについて作成する文書  

(1) 表彰状 一般の模範となるような個人又は団体の行為をたたえてこれを顕賞する 

もの  

(2) 感謝状 事務又は事業を遂行するに当たり積極的に援助し、又は協力した者に対し、 

感謝の意を表わすもの  

5 証明書 個人又は団体からの願いや申出に基づき、権限内で特定の事実、法律関係等 

を公に証明するために発するもの  

6 前各号に掲げる文書以外のもの  

（公印省略）  

第３条 以下に示す文書は、（公印省略）と記することにより捺印を省略できるものとする。  

1 「富理会発」「富学大」で管理される公文書のうち、宛先が会員である文書  

2  公示文書で、宛先が会員である文書  

3  宛先の如何に関わらず、公文書が普通文書のうち報告文書・通知文書の場合  

（控 え）  

第４条 公文書は、控えを一部作成して管理する。  

２ 公文書は、控えを印刷保管もしくは書換不可能なPDFファイルのいずれか一方で 

管理する 

（保 存）  

第５条 公文書の発行に関する控え書類は、事務局にて5年間の保存管理する。 

 （規程の改廃）  

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議を必要とする。  

（附 則）  

この規程は、平成24年4月1日から施行する。 
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謝 金 ・ 手 当 の 支 払 い 基 準 に  

関 す る 規 程  

 

 

 

 

（目的） 

第1条 この規定は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下、「本会」という。）の事業に伴

う各種謝金・手当の支払いに準用する基準を示すものである。 

 

（謝金の定義） 

第2条 謝金・手当とは、本会事業を実施する上で、別表に定める各項に協力した者に対して、

その対価として支払われる金銭をいう。 

 

（適用の範囲） 

第3条 この規定に示す基準は、本会が実施するすべてに適応する。ただし、特別講演等、特別

の配慮を要するものについては除外する。また、役員が本会主催事業において役職名

で活動するものは謝金支払いの対象としない。 

 

（謝金の基準額） 

第4条 謝金の基準額は、別表の範囲内とする。なお、旅費等については、本会の旅費規程を準

用して報酬に加算して支給するものとする。 

 

（委任） 

第5条 この規定に提示のない事項については、理事会の申し合わせによる。 

 

（改廃） 

第6条 この規定の改廃は、理事会の決議を必要とする。 

 

附則 

１ この規定は、平成３０年４月１日から施行する。 

２．この規程は一部を変更し平成３０年１０月１日より施行する。 
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別表 

講師謝礼金 教授クラス 准教授・講師クラス その他 

医師（90分） 55,685円 33,411円 22,274円 

医師以外（90分） 33,411円 22,274円 11,137円 

士会員（90分） 11,137円 11,137円 11,137円 

※最低１コマ（９０分）分の謝金は支払うものとする。 

※講演時間数は１コマを９０分とし、９０分未満は切り捨てる。 

※実技指導の場合は、基準額の５０％とする。 

※２コマを越える（２コマ以上）時間数については、基準額の５０％とする。 

※アシスタント（助手、予め専任されたモデル）は、役職に関わらず１コマ4,000円とす

る。(２コマ以上については、基準額の５０％。) 

 

日当 4時間未満 4時間以上 事業運営の作業、ま

た士会旅費規程で

対象とする会議の

出席。 

1,000円 2,000円 

事務作業手当 790円/時間  議事録、公文書、会

計書類などの作成。

会員管理システム、

ホームページなど

の運用。 
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個 人 情 報 保 護 規 程  

 

（目的） 

第１条 この規程は，一般社団法人富山県理学療法士会（以下「本会」という。）における個人

情報の保護について、「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律につい

ての経済産業分野を対象とするガイドライン」及び本会「個人情報の保護に関する基本方針」

に従い，個人情報の適正な取り扱いに関して本会の役職員が遵守すべき事項を定め，これを

実施運用することにより個人情報を適切に保護することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語の定義は，次の各号のとおりとする。 

（１）個人情報 

個人情報とは，生存する個人に関する情報で，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することが

でき，それにより特定の個人を識別することができるものを含む。） 

（２）個人情報データベース等 

個人情報データベースとは，特定の個人情報を一定の規則（例えば、五十音順、生年月日

順等）に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、

索引、符号等を付し、容易に検索可能な状態においているものをいう。紙媒体、電子媒体の

如何を問わない。 

（３）個人データ 

個人データとは，個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

（４）本人 

本人とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る、生存する特定の個人を

いう。本人が未成年者の場合はその保護者。（以下、「本人等」とう。） 

（５）役職員 

役職員とは、理事、監事及び職員等の本会の組織内にあって直接間接に本会の指揮監督を

受けて本会の業務に従事している者をいう。 

（６）個人情報管理責任者 

個人情報管理責任者とは、個人情報の取り扱いに関して、総括的な管理及び責任を負う者

をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この規程は，すべての役職員に適用する。また，退職後においても在任又は在籍中に

取得・アクセスした個人情報については，この規程に従うものとする。 

２ 各種委員会委員及び本会の事業において委嘱又は依頼を受けた者が，本会の業務に従事す

る場合には，当該従事者は，この規程を遵守しなければならない。 

３ 前項の従事者を管理する立場にある者は，当該当事者に対し，この規程の遵守を確保する

ために必要な措置を講じなければならない。 

（個人情報管理責任者） 

第４条 本会においては、事務局長を個人情報管理責任者とする。 

２ 個人情報管理責任者は，この規程等の適正な実施及び運用を図り，個人情報が外部に漏え

いしたり，不正に使用されたり，あるいは改ざんされたりすること等がないように管理する

責任を負う。 
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（個人情報の取得） 

第５条 個人情報の取得は，適法かつ公正な方法によって行い，偽りその他不正な手段によっ

て取得してはならない。 

２ 本人等から個人情報を取得する場合には、本人等に対して、個人情報の利用目的等を通知

し、本人等の同意を得なければならない。 

 

（個人情報の利用） 

第６条 個人情報を取り扱うに当たっては，事前にその利用目的を明確に定めるものとし，当

該利用目的は，本会の業務において必要な範囲であり，かつ本人等から同意を得た利用目的

の範囲内でなければならない。 

 

（個人情報の提供） 

第７条 法令で定める場合を除き，個人情報は第三者に提供してはならない。 

２ 前項の定めにかかわらず，本会の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全部を第三

者に委託する必要がある場合には，次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り，本人等が事

前承諾した利用目的の範囲内において個人情報を当該業務委託先に対して提供できるものと

する。 

（１）社会通念上相当な事業活動を営む者であること。 

（２）個人情報の保護に関し，この規程と同様以上の規定を有し，かつその適正な運用及び監

視がなされていること。 

（３）本会との間に，適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し，これを遵守するこ

とが見込まれる者であること。 

３ 前項の業務委託を行う場合は，事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければならな

い。 

４ 本条第２項の定めに従い，個人情報を取り扱う業務を第三者に委託した場合には，本会が

当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理義務が確実に遵守されるよう適時、確認・指

導するものとする。 

 

（個人情報の正確性の確保） 

第８条 個人情報は，利用目的達成に必要な範囲内において，正確かつ最新の内容に保つよう

管理運営しなければならない。 

 

（安全管理） 

第９条 個人情報管理責任者は，個人情報の安全管理のため，個人情報の不正アクセス，漏え

い，滅失又は毀損の防止に努めるものとする。 

２ 個人情報管理責任者は，必要に応じて、個人情報の安全管理のために必要かつ適正な措置

を定めるものとし，当該個人情報を取り扱う役職員に遵守させなければならない。 

 

（役職員の監督） 

第１０条 個人情報管理責任者は，個人情報の安全管理が図られるよう，個人情報を取り扱う

役職員に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。 

 

（個人情報の消去及び廃棄） 

第１１条 保有する必要のなくなった個人情報については，直ちに当該個人情報を消去又は廃

棄しなければならない。 

２ 個人情報管理責任者は，個人情報の消去又は廃棄を行うに当たり，消去又は廃棄の日，消
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去又は廃棄した個人情報の内容及び消去又は廃棄の方法を書面に記録し，これを本会文書管

理規程に定める期間、保存しなければならない。 

 

（個人情報漏えい事案等への対応） 

第１２条 役職員は，個人情報が外部に漏えいしていることを知った場合又はその可能性があ

ると判断した場合には、個人情報管理責任者に直ちに報告しなければならない。 

２ 個人情報管理責任者は，報告を受けた情報の事実確認を行い、漏えいの事案が発生又はそ

の可能性が疑われる場合は、速やかに会長に報告するとともに、漏えいの拡大を阻止するよ

うな対策を講じなければならない。 

 

（報告及び対策） 

第１３条 個人情報管理責任者は，前条に基づく事実確認の結果，個人情報が外部に漏えいし

ていることを確認した場合には，直ちに次の各号に掲げる事項を、会長、影響を受ける可能

性のある本人等及び関係機関等に報告し、必要に応じて公表しなければならない。 

（１）漏えいした情報の範囲 

（２）漏えい先 

（３）漏えいした日時 

（４）その他調査で判明した事実 

２ 個人情報管理責任者は，関係機関とも相談のうえ，当該漏えいについて具体的対応及び対

策を講じるとともに，再発防止策を策定しなければならない。 

 

（自己情報に関する権利） 

第１４条 本人等から自己の情報について開示を求められた場合は，原則として合理的な期間

内にこれに応じるものとする。また，開示の結果，誤った情報があり，訂正又は削除を求め

られた場合は，原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに，訂正又は削除を行った

場合は，可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対し通知を行うものとする。 

 

（個人情報の利用又は提供の拒否権） 

第１５条 本会が既に保有している個人情報について，本人等からの自己の情報についての利

用又は第三者への提供を拒まれた場合は，これに応じるものとする。ただし，次に掲げるい

ずれかに該当する場合は，この限りではない。 

(1)法令の規定による場合 

(2)本人等又は公衆の生命，健康，財産などの重大な利益を保護するために必要な場合 

 

（苦情の処理） 

第１６条 本会の個人情報の取り扱いに関する分掌は事務局総務担当とし、苦情の窓口は本会

事務所とする。 

２ 個人情報管理責任者は，前項の目的を達成するために必要な体制の整備並びに支援を行う。 

３ 個人情報管理責任者は，適宜，会長に苦情の内容について報告するものとする。 

 

（改廃） 

第１７条 この規程の改廃は，理事会の決議を経て行うものとする。 

 

附則 

１、この規程は，平成３１年２月２６日から施行する。 
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倫 理 綱 領  

 

一般社団法人 富山県理学療法士会 

 

序 文 

 

一般社団法人 富山県理学療法士会（以下、「本会」という。）は、会員が社会において信頼

される人間となること、さらには、それを基盤として職能団体としての本会が公益に資するこ

とを目的として、「倫理綱領」を定めた。 

会員と本会が相互の役割を果たす中で一体となって、より良い社会づくりに貢献することを

願うものである。 

 

一、 理学療法士は、全ての人の尊厳と権利を尊重する。 

 

一、 理学療法士は、国籍、人種、民族、宗教、文化、思想、信条、家柄、社会的地位、年齢、

性別などにかかわらず、全ての人に平等に接する。 

 

一、 理学療法士は、対象者に接する際には誠意と謙虚さを備え、責任をもって最善を尽くす。 

 

一、 理学療法士は、業務上知り得た個人情報についての秘密を遵守し、情報の発信や公開には

細心の注意を払う。 

 

一、 理学療法士は、専門職として生涯にわたり研鑽を重ね、関係職種とも連携して質の高い理

学療法を提供する。 

 

一、 理学療法士は、後進の育成、理学療法の発展ならびに普及・啓発に寄与する。 

 

一、 理学療法士は、不当な要求・収受は行わない。 

 

一、 理学療法士は、国際社会の保健・医療・福祉の向上ために、自己の知識・技術・経験を可

能な限り提供する。 

 

一、 理学療法士は、国の動向や国際情勢を鑑み、関係機関とも連携して理学療法の適用に務め

る。 

 

平成 31 年２月２６日制定 
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懲 戒 規 程  

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人富山県理学療法士会（以下、「本会」という。）会員の懲戒処

分につき必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（懲戒委員会設置） 

第２条 本会に懲戒委員会を置く。 

 

(組織) 

第３条 委員会は、複数の性を含む次の７名により構成する。 

（１）ブロック代表会長もしくはブロック代表会長経験者とし、北海道・関東甲信越・近畿・ 

四国、東北・東海北陸・中国・九州の２グループから４年に１度交互に各ブロックから 

１名ずつ選出される４名 

（２）理事会が推薦する会員２名 

（３）倫理委員会委員長 

２ 委員長は、倫理委員会委員長が兼務し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。 

 

(委員長及び副委員長の職務) 

第４条 委員長は、委員会を統括する。 

２ 委員長は、懲戒委員に対する研修の機会を設け、裁定結果に偏りがないよう最大の注意を 

払うものとする。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ 

の職務を代理する。 

 

(任期) 

第５条 任期は第３条第１項に定める通りとし、前項の規定にかかわらず、裁定中の事案がある

場合、担当する委員の任期を、当該事案に関わる裁定が終結する日までとする。 

 

(委員会開催) 

第６条 委員長は、会長からの諮問を受けて懲戒委員会を開催し、裁定結果を 180 日以内に会

長に答申する。 

２ 懲戒委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

３ 委員長は、懲戒対象者から意見を聴かなければならない。 

４ 裁定による懲戒処分は、全員一致を原則とする。 

 

(非公開)  

第７条 懲戒委員会の内容は、非公開とする。 

 

(守秘義務)  

第８条 懲戒委員は、この規程に基づく調査及び審議により知り得た内容を他に漏らしてはなら

ない。退任後においても同様とする。 

 

（懲戒処分の審査）  

第９条 懲戒委員会は、懲戒について必要な審査をする。  
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（懲戒の種類）  

第 10 条 会員に対する懲戒は、次の４種とする。  

（１）厳重注意 

（２）戒告 

（３）会員権利の２年以内の停止 

（４）退会勧告（従わない場合は、会員権利６年以上 10 年以内の停止とする。）  

 

（懲戒処分の量定） 

第 11 条 懲戒処分に該当する事由が認められるときは、第 10 条の４種のいずれかの処分がな

される。 

 

（事案の報告） 

 第 12 条 都道府県理学療法士会会長は、所属会員の懲戒事由が発生したときは、速やかに本

会会長に報告する。 

 

（事案の諮問） 

第 13 条 本会会長は、懲戒の事由があると思料するときは、懲戒委員会に諮問する。 

 

（懲戒処分の告知） 

第 14 条 懲戒委員会が懲戒処分の裁定をしたときは、本会会長は被処分者に対し、懲戒処分書

及びその理由書（以下、「処分書等」という。）を交付して告知する。被処分者の所在不明、

受領拒否等により処分書等を交付できないときは、公示送達の方法によりこれを告知する。 

 

（懲戒処分の効力） 

第 15 条 懲戒処分は、告知のときに効力を生ずる。 

 

（懲戒処分の通知） 

第 16 条 懲戒処分のあったときは、本会会長は理事会へ報告するとともに、被処分者の所属す

る都道府県理学療法士会会長に対し、処分書等の写しを交付して通知する。 

２ 懲戒処分に該当しない場合も、事案報告があった都道府県士理学療法士会会長へ経過報告す 

る。 

 

（権利の回復） 

第 17 条 権利の回復は、以下のとおりとする。 

（１）第 10 条３号に該当する会員は、懲戒の期間を満了したとき、速やかに会員とし

ての権利を回復する。ただし、権利停止期間中における会員としての利益享受の遡

及は認めない。 

（２）第 10 条第４号により退会したものは、退会後５年を過ぎれば再入会を認めるも

のとする。 

 

（公表） 

第 18 条 本会会長は、社会的に影響が大きいと判断される事案については、電子公告により公

表する。 

 

（異議申立） 

第 19 条 懲戒処分に不服のある被処分者は、告知の日から 14 日以内に文書により本会に対し、



  -   - 

 

43 

異議の申立をすることができる。 

 

（その他） 

第 20 条 この規程に定めのない事項については、理事会の承認を経て、懲戒委員会が定める。 

 

（規程の改廃） 

第 21 条 この規程の改廃にあたっては、理事会の承認を必要とする。 

 

附則 

１ この規程は、平成 31 年 2 月 26 日から施行する。 


